
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（令和七年四月二日法律第一九号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年二月二〇日・衆議院政治改革に関する特別委員会） 

○大野議員 ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を

改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する

法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申

し上げます。 

 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・

無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公

職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 

 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙

と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い

難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選

挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を

講ずるものであります。 

 以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 

 第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであ

ります。ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスター

には、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいよう

に記載しなければならないこととしております。 

 また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告

知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の

名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝

をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を

記載してはならないこととしております。 

 第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の

広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしておりま

す。 

 このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確

保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方につい

ては、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る旨の検討条項を設けております。 

……………（略）…………… 

 以上が、両案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。 

二、 衆議院政治改革に関する特別委員長報告（令和七年三月四日） 



○渡辺周君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、逢沢一郎君外十一名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、最近におけ

る選挙運動をめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するため、ポスター掲示

場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示し

たポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設けるものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る二月二十日に本委員会に付託され、同日提出者大野敬太郎君から趣旨の

説明を聴取いたしました。同月二十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次

採決を行った結果、逢沢一郎君外十一名提出の法律案は賛成多数をもって、逢沢一郎君

外十名提出の法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 なお、逢沢一郎君外十一名提出の法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添

えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年二月二五日） 

一 選挙の品位保持については、新たにその対象とする選挙ポスターとともに、政見放

送、選挙公報についても、各候補者がそれらの品位保持を徹底するとともに、選挙ポ

スターにおける氏名の記載義務に関しては、有権者が十分視認できる大きさで記載さ

れることを原則とすべきものであり、本委員会は、その実施状況の検証も踏まえ、必

要な検討を行うこと。 

二 今回の公職選挙法の改正の趣旨については、その施行時期に関わらず、全ての候補

者が適切に対応すべきものであり、政府は、少なくとも次期国政選挙までに、改正の

内容について、十分に周知徹底を行うこと。 

三 街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取

りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表

現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙

運動への悪質な自由妨害やＳＮＳ等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職

の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係

機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。 

四 本改正は、至急対応すべき項目について改正を行うものであり、民主主義の基盤を

支える選挙制度の重要性に鑑み、選挙実施外の地域からの情報流入の状況なども踏ま

え、法定刑や公営掲示板の在り方等を含め、本委員会は、公職選挙法等について、不

断の見直しを行うこと。 

三、 参議院政治改革に関する特別委員長報告（令和七年三月二六日） 

○豊田俊郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特



別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第九号）は、ポスター掲示場に掲示す

るポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスター

において営業宣伝をした者に対する罰則を設けようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、ポスター掲示場に掲示するポ

スターの記載内容に係る規制の具体的判断基準、選挙運動における障害者への配慮の在

り方、選挙運動に係る今後の検討の方向性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、衆第九号は多数をもって、衆第一〇号は全会一致を

もって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


